（別紙４）
実地検査時の準備書類等について

１　実地検査当日について
(１)査定当日は、工事内容（施工方法など）の確認が行われますので、申請者（貴院の方）のほか、工事の施工業者や設備の納入者など工事内容等について説明ができる方の同席も可能です。
(２)以下の書類を査定当日に人数分御準備ください。（※現地調査の場合）
①様式１（協議書）
②様式２（実地調査表（総括表・個表））
③施設の図面（復旧箇所等が特定できるように着色してください。）
④被災箇所の写真（該当場所が特定できるように③の図面に記載してくだ
さい。）
⑤見積書（３者以上、１者の場合は、理由書を作成してください）
⑥医療機器にかかる備品台帳など、当該施設の所有であることを証明する
書類
　　※補助申請予定額により、オンラインで検査を実施する場合があります。

２　注意事項
(１)災害復旧は、原則として「原形復旧」であり、被災前より高価な資材、高機能な医療機器等による復旧は減額査定の対象となる場合があります。
(２)１者見積もりの理由書については、やむを得ない事情を記載する必要がありますので、別紙記載例を参考に作成してください。　　
(３)災害（大雨）と因果関係が認められない工事については認められません。(４)設備、機器を新たに購入した場合には、修理不能の旨のメーカーの証明書
及び新たに購入した機器の機能と被災した機器の機能が同等である旨、又
は後継機種である旨のメーカーの証明書が必要です。
(５)設備、機器を修理した場合は、交換した部品が故障した旨のメーカーの証
明書が必要です。
(６)被災した設備、機器については、備品台帳、固定資産台帳又は減価償却額明細書等で貴院の所有物であることを証明してください。
(７)雨漏りの場合において、災害との因果関係を確認される場合があります。個別判断にはなりますが、定期的なメンテナンスを実施していたにもかかわらず、被災した旨の申立書やメンテナンスの状況が分かる書類を求められる場合があります。
